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本報告書本文中に用いる分析の結果を表す用語の取扱いについて 

 

本報告書の本文中「３ 分 析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりと

する。 

 

① 断定できる場合 

・・・「認められる」 

 

② 断定できないが、ほぼ間違いない場合 

・・・「推定される」 

 

③ 可能性が高い場合 

・・・「考えられる」 

 

④ 可能性がある場合 

・・・「可能性が考えられる」 

・・・「可能性があると考えられる」 
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鉄道事故調査報告書 

 

鉄道事業者名：九州旅客鉄道株式会社 

事 故 種 類 ：踏切障害事故 

発 生 日 時 ：平成２９年９月１８日 １２時４９分ごろ 

発 生 場 所 ：熊本県宇土
う と

市 

三角
み す み

線 宇土駅～緑川
みどりかわ

駅間（単線） 

江部
え べ

踏切道（第３種踏切道：遮断機なし、警報機あり） 

宇土駅起点０ｋ６９０ｍ付近 

 

平成３０年３月５日 

運輸安全委員会（鉄道部会）議決 

委 員 長  中 橋 和 博 

委   員  奥 村 文 直（部会長） 

委   員  石 田 弘 明 

委   員  石 川 敏 行 

委   員  岡 村 美 好 

委   員  土 井 美和子 

 

１ 調査の経過 

1.1 事故の概要 九州旅客鉄道株式会社の熊本駅発三角
み す み

駅行きの下り停気第５３３Ｄ列車の運

転士は、平成２９年９月１８日（月）、宇土
う と

駅～緑川
みどりかわ

駅間を走行中、江部
え べ

踏切

道（第３種踏切道）へ進入してきた自転車を認め、直ちに非常ブレーキを使用

するとともに気笛吹鳴を行ったが、列車は同自転車と衝突した。 

この事故により、同自転車の運転者が死亡した。 

1.2 調査の概要 本事故は、鉄道事故等報告規則（昭和６２年運輸省令第８号）第３条第１項

第４号に規定する踏切障害事故に該当し、かつ、運輸安全委員会設置法施行規

則（平成１３年国土交通省令第１２４号）第１条第２号ハに規定する‘踏切遮

断機が設置されていない踏切道において発生したものであって、死亡者を生じ

たもの’に該当するものであることから、調査対象となった。 

運輸安全委員会は、平成２９年９月１８日、本事故の調査を担当する主管調

査官ほか１名の鉄道事故調査官を指名した。 

原因関係者から意見聴取を行った。 

 

２ 事実情報 

2.1 運行の経過 (1) 列車の概要 

鹿児島線 熊本駅発  三角線 三角駅行き 

下り停気第５３３Ｄ列車 ２両編成の気動車 ワンマン運転 普通列車 

(2) 運行の経過 

九州旅客鉄道株式会社（以下「同社」という。）の下り停気第５３３Ｄ

列車（以下「本件列車」という。）の運転士の口述によれば、列車の運行

の経過は、概略次のとおりであった。 

本件列車は、宇土駅（宇土駅起点０ｋ０００ｍ、以下「宇土駅起

点」は省略する。）を定刻の１２時４７分に出発した。 

江部踏切道（０ｋ６９０ｍ、以下「本件踏切」という。）に近づい
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てきたので、本件踏切の通行者に対して注意を促すため、上り列車に

対する場内信号機（０ｋ５５４ｍ）の脇を通過する時に気笛を吹鳴し

た。 

速度約５０km/hで力行
りきこう

運転し、本件踏切の約１０ｍ手前に近づいた

ところで、右側（以下、前後左右は列車の進行方向を基準とする。）

から自転車が本件踏切へ進入してきたのを認めたため、直ちに非常ブ

レーキを使用するとともに気笛を吹鳴した。本件踏切を通過する際に

異音を認め、自転車と接触したと思った。本件列車は、本件踏切を通

過して停止した。 

本件列車の停止後、事故が発生した旨の車内放送を行った。本件列

車の転動防止措置を行ってから、状況を確認するために本件踏切へ向

かったところ、本件踏切の右側に自転車の運転者が倒れているのを認

めた。また、本件踏切に居合わせた通行人から、救急車は手配済みで

ある旨の申告があった。直ちに本件列車へ戻って防護無線を発報し、

業務用携帯電話で、輸送指令に事故発生と通行人による救急車の手配

が完了したことの報告を行い、警察への通報を要請した。 

(3) 運転状況の記録 

本件列車には運転状況記録装置が搭載されており、その記録によれば、

本事故発生前後の主な時刻、速度、距離、ブレーキ操作等の状況は表１の

とおりであった。なお、本件列車の停止位置は、列車先頭で０ｋ７９８ｍ

であった。 

 

表１ 本事故発生前後の運転状況（主要な記録のみ抜粋） 

時刻 
速度 

（km/h） 

距離 

（ｍ） 

ブ
レ
ー
キ 

非
常
指
令 

備考 

12時47分45.2秒 0 0 0 0 ドア閉（宇土駅出発） 

12時49分12.2秒 50 730 1 0 非常ブレーキ操作 

12時49分12.4秒 49 730 1 0 本件踏切付近を通過 

12時49分12.8秒 50 740 1 1 非常ブレーキ動作 

12時49分25.0秒 0 840 1 1 停止 

※ ブレーキ欄は、ブレーキ弁ハンドルが常用ブレーキ位置又は非常ブレーキ位置に

ある場合に「１」、それ以外の位置にある場合に「０」となる。 

※ 非常指令欄は、非常ブレーキ指令が出る場合に「１」となる。 

※ 時刻は補正を行ったが、速度は誤差が内在している可能性がある。 

※ 距離は、本件列車の宇土駅発車位置（宇土駅起点から約４０ｍ熊本駅方）からの

距離を１０ｍ単位で示しているため、誤差が内在している。 

2.2 人の死亡、負

傷の状況 

死亡：１名（自転車の運転者  女性 １８歳）  負傷：なし 

（列車：乗客２１名、運転士１名が乗車） 

2.3 鉄道施設等の

概要 

(1) 本件踏切周辺道路の概要 

本件踏切に接続する道路は、宇土市（以下「同市」という。）が管理す

る市道 城之浦
じょうのうら

・江部線（以下「市道」という。）であり、線路の右側を平

行に通っている県道２９７号線（以下「県道」という）と接続している。

自転車進入側には私道が並行し、市道と一体でアスファルト舗装されてい

た。 

本件踏切の自転車進入側には、「二輪の自動車以外の自動車通行止め」
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を示す規制標識及び「二輪の自動車、軽自動車、小型特殊自動車を除く」

を示す補助標識が設置されていた。また、逆Ｕ字型の車止めが自転車進入

側及び進出側それぞれの左側に１か所ずつ設置されていた。 

本件踏切周辺の状況及び踏切保安設備等の配置を図１に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１ 本件踏切周辺の状況及び踏切保安設備等の配置 

 

(2) 本件踏切の概要 

本件踏切の概要は、同社の踏切道実態調査表（平成２６年度）による

と、①～⑧のとおりである。 

① 踏切長    ：６.１ｍ 

② 踏切幅員   ：１.４ｍ 

③ 踏切交角   ：７５° 

④ 踏切見通距離*1 

列車から本件踏切  ：１５０ｍ（宇土駅方） 

通行者から本件踏切 ： ３０ｍ（自転車進入側） 

⑤ 列車見通距離*2 

本件踏切から宇土駅方： ８０ｍ（自転車進入側） 

⑥ 踏切道の舗装 ：コンクリート 

⑦ 鉄道交通量  ：３４本／日（１時間当たり最大３本） 

⑧ 道路勾配   ：２％（自転車進入側） 

なお、本件踏切の道路交通量は、同市が平成２９年に実施した後述する

道路交通量調査の結果によると、表２のとおりであった。 

 

 

 

 

 
                                                                                             
*1 「踏切見通距離」とは、（列車から）列車の運転席から当該軌道の踏切道を見通し得る最大距離及び（通行者から）

道路通行者が道路中心線上１.２ｍの高さにおいて踏切道を判別し得る最大距離をいう。 

*2 「列車見通距離」とは、踏切道と線路の交点から踏切道外方の道路中心線上５ｍ地点における１.２ｍの高さにおい

て見通すことができる列車の位置を、踏切道の中心線から列車までの距離で表したものをいう。 
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表２ 本件踏切道路交通量調査結果 

調査日 二輪（台） 自転車（台） 歩行者（人） 

10月20日（金） ９ １６０ ５９ 

11月 7日（火） １９ ２１２ ７０ 

※ 両日ともに、５時から２０時まで実施。 

 

また、本件踏切には、踏切警標（クロスマーク）、赤色せん光灯及び警

音を発する装置を備えた踏切警報機が自転車進入側及び進出側に設置され

ている。車止めの手前から見た本件踏切周辺の状況を写真１に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真１ 本件踏切周辺の状況 

 

(3) 本件踏切付近の線形の状況 

本件踏切付近の線路の線形は、０ｋ４７１ｍから０ｋ５６２ｍまでが半

径３５０ｍの右曲線、０ｋ５６２ｍから０ｋ９１８ｍまでが半径３１０ｍ

の右曲線である。また、０ｋ０００ｍから０ｋ９３２ｍまでは、平坦
へいたん

であ

る。 

(4) 本件踏切付近の見通しの状況 

本事故発生後の現地調査において、本件列車及び自転車からの見通し状

況を確認したところ、以下のとおりであった。 

① 本件列車側からの本件踏切見通し状況 

左レール面上から約１.５ｍの高さから確認したところ、写真２に示

すように、本件踏切の自転車進入側の状況は約５０ｍ手前で確認でき

た。 

 

 

 

 

 

 

 

警音を発する装置 

赤色せん光灯 

車止め 

自転車 

進入方向 

列車進行方向 
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写真２ 本件踏切の約５０ｍ手前から撮影 

 

② 自転車進入側からの踏切警報機の見通し状況 

列車接近時における本件踏切の踏切警報機の見通し状況を確認したと

ころ、図１の市道の範囲からは、写真３に示すように、列車接近に伴う

赤色せん光灯の動作及び警音を確認することができた。なお、図１の私

道の範囲からは、赤色せん光灯の一部が建物の陰になる状況が認められ

た。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真３ 図１の市道の範囲から撮影 

 

(5) 踏切警報機の動作及び検査状況 

本件踏切の動作記録によると、踏切警報機は、１２時４８分３３秒に動

作を開始し、１２時４９分１９秒に動作を終了していた。 

本件踏切の踏切警報機についての本事故発生前直近の検査記録に異常は

認められず、上記(4)に記述した本事故発生後の現地調査においても踏切

警報機の動作に異常は認められなかった。 

(6) 鉄道車両の概要 

車  種  内燃動車（ディーゼルカー） 

記号番号  キハ３１－１０（先頭車両） 

キハ３１－１７（後部車両） 

車両重量  ３０.０ｔ（先頭車両及び後部車両） 

枠部拡大 

自転車進入方向

市道 私道 

自転車 

進入方向 
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2.4 鉄道施設等の

損傷状況 

(1) 鉄道施設 

損傷箇所はなかった。 

(2) 鉄道車両 

① 先頭車両 

車体前面のスカート*3右下部及び車体右側中央部に接触痕が認められ

た。また、車体床下右側の検水コックに曲損が認められた。 

② 後部車両 

車体床下右側の元空気タンクのコック保護枠及び後台車前軸右側砂管

に曲損が認められた。 

(3) 自転車 

前輪左側に接触痕が、前かごに曲損が認められた。 

2.5 乗務員等に関

する情報 

(1) 運転士      男性 ３０歳 

甲種電気車運転免許           平成２１年 ３ 月２７日 

甲種内燃車運転免許           平成２９年 ２ 月 ２ 日 

(2) 自転車の運転者  女性 １８歳 

2.6 気象 晴れ 

2.7 その他の情報 (1) 本件踏切における事故歴 

同社によると、記録が残っている平成２年以降において、事故は発生し

ていないとのことであった。 

(2) 本件踏切に隣接する踏切に関する情報 

本件踏切から宇土駅方約２５０ｍの位置に出屋敷
で や し き

踏切道（第１種踏切

道：０ｋ４３９ｍ）、緑川駅方約１００ｍの位置に城ノ浦踏切道（第１種

踏切道：０ｋ７８４ｍ）がある。 

本件踏切と隣接する踏切の位置関係を図２に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ この図は、国土地理院の地理院地図（電子国土Web）を使用して作成 

 

図２ 本件踏切と隣接する踏切の位置 

(3) 本件踏切の安全対策に関する取組 

同社及び同市によると、平成２７年６月から、本件踏切を含む同市内の

第３種踏切道及び第４種踏切道を対象として、交通安全確保に関する協議

を年１回定期的に行っているとのことである。同社によると、本事故発生

前直近の平成２９年６月に行われた協議において、本件踏切に関して、廃

止するか、廃止が困難な場合は踏切遮断機を整備（以下「第１種化」とい

う。）する提案を同市に行ったとのことである。 
                                                                                             
*3 「スカート」とは、機関車及び旅客車の床下の機器を保護するため又は形状を整えるため、前頭又は側に沿って、

台枠の下部に設けた覆いをいう。 
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また、同社と同市によると、本事故発生を受けた協議を平成２９年１０

月１２日及び同月３０日に行ったとのことである。 

同社によると、１２日の協議において、同市に対して本件踏切の廃止を

提案し、３０日の協議で本件踏切の廃止を要請したとのことであった。同

市によると、上記協議により、本件踏切の交通量調査を平成２９年１０月

２０日及び１１月７日に実施して2.3(2)表２に示す結果を得て、本件踏切

は地域住民の利用頻度が高いため、廃止は困難であり、今後は地域住民と

協議の上、同社からの要請に対して、第１種化の方向で回答する予定との

ことであった。 

同社及び同市によると、本事故発生前に、本件踏切に関して地域住民か

ら安全対策についての要望はなかったとのことであった。 

(4) 自転車の運転者に関する情報 

自転車の運転者について、親族及びアルバイト先の職員に確認したとこ

ろ、概略次のとおりであった。 

① 親族 

本人は本件踏切周辺に住んでおり、本件踏切や周辺道路をふだんから

自転車で通行していた。本人の視力や聴力に問題はなかった。自転車は

特に異常は見られなかった。本人は自宅からアルバイト先へ自転車で向

かう際に本件踏切を通行していたと思う。 

② アルバイト先の職員 

本人は２年ほどアルバイトとして勤務をしており、自転車で通勤して

いた。本人と本事故発生前日に会ったが、特に変わった様子は見られな

かった。本事故発生当日は勤務日で、勤務開始予定時刻は１３時であっ

た。 

 

３ 分析 

(1) 本件列車と自転車の衝突の経過に関する分析 

2.1(2)に記述したように、運転士が本件踏切の右側から自転車が進入してきたのを認めたと

口述していること、2.4(2)①に記述したように、本件列車の先頭車両前面のスカート右下部に

接触痕があったこと、及び2.4(3)に記述したように、自転車の前輪左側に接触痕があったこと

から、自転車は本件踏切の右側から進入し、本件列車と衝突したと推定される。 

また、2.1(3)に記述したように、運転状況記録装置に本件列車が本件踏切付近を通過した時

刻は１２時４９分１２.４秒と記録されていることから、本事故発生時刻は１２時４９分ごろで

あったと考えられる。 

なお、2.1(2)に記述したように、運転士が本件踏切に進入してきた自転車を認めたのは本件

踏切の約１０ｍ手前であると口述していること、2.1(3)に記述したように、運転状況記録装置

には、運転士が非常ブレーキを使用した時の時刻は１２時４９分１２.２秒、速度は約５０km/h

と記録されていることから、非常ブレーキにより、本件列車と自転車の衝突を防ぐことはでき

なかったものと考えられる。 

(2) 本件踏切の踏切保安設備に関する分析 

2.3(5)に記述したように、本事故発生前直近の検査記録に踏切保安設備（踏切警報機）の異

常は認められなかったこと及び本事故発生当日の１２時４８分３３秒から１２時４９分１９秒

まで踏切警報機が動作していた記録が残っていることから、本事故発生当時、本件踏切の踏切

警報機は正常に動作していたと考えられる。 

(3) 自転車が本件踏切内へ進入したことに関する分析  
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2.7(4)①に記述したように、自転車の運転者は、本件踏切の周辺に居住し、本件踏切をふ

だんから通行していたことから、本件踏切の存在を認識していたと考えられる。 

上記(2)に記述したように、本事故発生当時、本件踏切の踏切警報機は正常に動作していたと

考えられること、2.3(4)②に記述したように、自転車進入側から踏切警報機の列車接近時にお

ける赤色せん光灯の動作及び警音を確認できたこと、2.6に記述したように、本事故発生当日の

天候は晴れであったこと、及び2.7(4)①に記述したように、自転車の運転者の視力や聴力に異

常はなかったとのことから、自転車の運転者は踏切警報機の動作により、本件列車の接近を認

知できる状況であったと考えられる。 

一方、2.7(4)②に記述したように、自転車の運転者のアルバイト先の勤務開始予定時刻は１

３時であり、目的地へ向かう時間に余裕がなかったことが十分な安全確認が行われなかったこ

とに関与した可能性があると考えられるが、自転車の運転者が死亡していることから、詳細を

明らかにすることはできなかった。 

(4) 本件踏切の安全性向上等に関する分析 

2.7(3)に記述したように、同社及び同市では、本事故発生前から本件踏切を含む同市内の第

３種踏切道及び第４種踏切道を対象として交通安全確保に関する協議を定期的に行っている。

また、本事故発生を受けた協議においても、本件踏切の廃止又は第１種化に関する協議を行っ

ている。本件踏切の一層の安全性向上を図るために、同社及び同市は、協議による合意形成を

進め、安全のための施策を実施していくことが望ましい。 

また、踏切通行時の安全を確保するためには、踏切通行者が踏切の直前で確実に一時停止し

て安全であることを確認するなど、交通法規を遵守することも重要である。このため、各種の

啓発活動等により、踏切通行者の交通法規に対する理解や安全意識の向上を促すことが、踏切

事故の防止に寄与するものと考えられる。 

 

４ 原因 

本事故は、踏切警報機は設けられているが踏切遮断機は設けられていない第３種踏切道である江

部踏切道に、列車の接近により踏切警報機が動作している状況において、自転車に乗った運転者が

同踏切道内へ進入したため、列車と衝突したことにより発生したものと推定される。 

列車の接近により踏切警報機が動作し、列車の接近を認知できる状況において、同運転者が同踏

切道内へ進入した理由については、目的地へ向かう時間に余裕がなかったことが十分な安全確認が

行われなかったことに関与した可能性があると考えられるが、同運転者が死亡していることから、

詳細を明らかにすることはできなかった。 

 

５ 再発防止のために望まれる事項 

本件踏切は踏切警報機を備えた第３種踏切道であるが、一層の安全性向上を図るために、同社及

び同市は、本件踏切の廃止又は踏切遮断機の整備に関する協議において合意形成を進め、安全のた

めの施策を実施していくことが望ましい。 

また、各種の啓発活動等により、踏切直前での確実な一時停止の励行など、踏切通行者の交通法

規に対する理解や安全意識の向上を促すことが踏切事故の防止に寄与するものと考えられる。 

 

６ 事故後に講じられた措置 

(1) 同社によって講じられた措置は、以下のとおりである。 

① 自転車等に乗った踏切通行者に対して踏切での一時停止を促す目的で、車止めを自転車進

入側及び進出側の右側に増設した。 

② 踏切通行者に対して赤色せん光灯の視認性を向上する目的で、踏切警報機の赤色せん光灯

を全方位型に変更し、同時に自転車進入側の赤色せん光灯の配置を、現状の左右配置から上
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下配置へ変更することにした。 

(2) 同市によって講じられた措置は、以下のとおりである。 

① 本事故発生を踏まえ、市内の小中学生に対して改めて交通事故防止に関する指導を実施す

る目的で、市内の小中学校長に市長名で依頼文書を送付した。 

② 自転車通行者（特に通学者）に対して自転車の交通ルールを周知する目的で、宇土駅にお

いてチラシを配布した。 

③ 踏切通行者に対して踏切での一時停止を徹底する目的で、路面に“止まれ”を標示した。 

④ 踏切通行者に対して一時停止位置を明確にする目的で、路面に停止線を標示した。 

 


